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Ⅰ 企業年金連合会の事業と実績
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○企業年金のナショナルセンター
・企業年金制度の健全な発展を図るため会員に向けた研修、情報提供、相談・助言、調査研究や

各種政策提言活動を行っている。

○企業年金の通算センター
・厚生年金基金、確定給付企業年金の中途脱退者等に対する年金給付を一元的に行い、

企業年金間の年金通算事業を行っている。

企業年金のナショナルセンター

政府、関係団体等

企業年金連合会

会員

政策提言

企業年金の通算センター

再度、転職した場合に移換が可能

企業年金連合会

年金受給者

厚生年金基金

年金給付

確定給付
企業年金

確定拠出年金 確定拠出年金

厚生年金基金

確定給付
企業年金

脱退一時金相当額等を移換

 昭和42年に厚生年金保険法に基づき厚生年金基金連合会として設立され、平成16年の法律改正
により平成17年10月に企業年金連合会に改組。

企業年金連合会とは

研修
調査
研究

情報
提供相談・助言
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

参加人数 3,314名 3,021名 3,280名 3,439名 3,220名

開催回数 81回 75回 77回 74回 79回

 企業年金の制度運営やガバナンスを担う人材を育成するための研修を体系的に実施。

習熟レベル 年金制度一般 年金実務・コンプライアンス 資産運用・年金財政

応
用
的
な
知
識

基
本
的
な
知
識

初
歩
的
な
知
識 新任役職員向け研修

（常務理事・運営責任者、事務長・事務責任者、職員の階層ごとに実施）

年金実務

経理決算業務

企業年金業務ステップアップ

基金運営に携わる方の基礎知識習得（非常勤理事や代議員向け）

ＤＣ基本

ＤＣ継続投資教育

ＤＣステップアップ
マイナンバー・
個人情報保護

監事監査
コンプライアンス

年金財政
基本

年金財政
ステップ
アップ

Excelを使った
ポートフォリオ

分析

資産運用基本

トップセミナー、常務理事・運営責任者セミナー、事務長・事務責任者セミナー、中堅職員セミナー

企業年金管理士
（確定拠出年金）

退職給付
会計

ＢＣＰ
規約型ＤＢ

経理基礎研修

受託者責任

高

低

支給停止実務

税務

総合型ＤＢ

金融リテラシー

Excelを使った
ディスクロ

集計・分析基礎

資産運用
ステップアップ

ライフプラン

財政再計算

社会保険

公的年金

＜体系図＞

＜開催状況＞ ※ ＤＣの研修など一部の研修は、動画配信による受講も可能

専科基礎
（財政・運用・
財政再計算）

実務基礎
（経理・年金実務等）

動画配信

企業年金に携わる人材の育成
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企業年金のナショナルセンター①

支給停止基礎



情報提供等による企業年金の支援

5

企業年金のナショナルセンター②

 企業年金の適切な制度運営に資するため、様々な情報提供及び情報開示の支援を実施。

情報提供 相談・助言 調査研究
ホームページの

開設・運営サービス
 会員の企業年金の

ホームページの開設・運営
サービスにより、加入者等
に対する情報開示を支援

＜利用件数＞
221件（平成31年3月1日現在）

 企業年金の最新情報や統計を
提供

•月刊「企業年金」
•企業年金に関する基礎資料
•ホームページ
•メールマガジン
•セミナー

 企業年金からの照会を受け、
地方公共団体情報システム機
構（J-LIS）の情報（マイナ
ンバー等）や日本年金機構の
住所情報等を提供

 会員からの相談等に応じて、
相談・助言を実施

•規約変更
•理事会、代議員会の運営
•資格取得届等の事務処理
•経理の仕訳
•給付の裁定請求
•政策アセットミクスの見直し
•掛金の設定方法
•企業型ＤＣの導入
•継続投資教育の実施

＜利用件数＞
3,124件（平成29年度）

 企業年金の資産運用及び
財政・事業運営等を調査

•企業年金実態調査
•確定拠出年金実態調査
•総合型企業年金アンケート
•受託者責任ハンドブック
•ＡＵＰ実践ハンドブック
•スチュワードシップ検討会
報告書



政策提言活動
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企業年金のナショナルセンター③

 企業年金の持続可能性を高め、利用しやすい制度とするため、各種実態調査や政策委員会における
検討等を踏まえ、政策提言を実施。

主な提言

実現した事項

（ＤＢ）
 財政の健全性維持の観点から、事前積立のための掛金拠出を

可能とすること
 ＤＢとＤＣ双方のメリットを融合した新たな制度
 総合型ＤＢにおける掛金の滞納への対応（掛金の納付済み期間

をもって支給額を算定など）
 非継続基準に抵触し、翌々年度から掛金を拠出する場合の翌年

度に発生する追加債務の分割償却を可能とすること
 非継続基準に用いる予定利率について、①AA格以上の優良社債

の金利を勘案する、②予定利率に一定の率（例えば0.5％）を
加減して用いることを可能とする、③金融緩和による超低金利
期間の影響を除外又は緩和すること 等

（ＤＣ）
 企業型ＤＣにおける加入者本人による掛金拠出

（マッチング拠出）の実現
 拠出限度額の廃止または引き上げ
 60歳以上の企業型ＤＣへの加入
 他の企業年金に加入している会社員や公務員、

専業主婦等の個人型ＤＣ加入を認めること
 運用商品の除外手続きの要件緩和 等
（企業年金制度全体）
 特別法人税の撤廃
 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）からの

個人番号の提供 等

（ＤＢ）
 リスク対応掛金制度
 リスク分担型企業年金制度
 掛金の長期滞納など一定の要件を満たした場合に、事業主から

の弁明を踏まえ、代議員会の議決を経て、制度から脱退させる
ことを可能とする

 非継続基準に抵触し、翌々年度から掛金を拠出する場合の翌年
度に発生する追加債務の分割償却を可能とする

 非継続基準に用いる予定利率について、予定利率に一定の率
（0.5％）を加減して用いることができる措置に見直し
（厚生労働省においてパブリックコメント実施中） 等

（ＤＣ）
 マッチング拠出の導入
 拠出限度額の引き上げ
 企業型ＤＣの加入可能年齢の65歳までの引き上げ

（同一事業所に引き続き雇用される場合に限る）
 個人型ＤＣ（iDeCo）の加入可能範囲の拡大
 運用商品の除外手続の要件緩和（全員同意→3分の2同意）
（企業年金制度全体）
 特別法人税の課税停止の延長
 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）からの

個人番号の提供 等



（出所）企業年金連合会「2016（平成28）年度 確定拠出年金実態調査結果」（※）
（※）企業年金連合会の会員及び「確定拠出年金企業型年金承認規約代表企業一覧」

（厚生労働省）から企業型ＤＣを実施している代表事業主を抽出して調査を実施。

＜継続投資教育の実施状況＞

 継続投資教育をはじめとする企業型ＤＣの課題に対して、継続投資教育事業や研修、ハンドブックの
発行等により事業主の取組を支援。

＜企業型ＤＣ向けのサービス＞

 導入から一定期間が経過しても、継続投資教育
を実施していない企業が存在する。

 大企業と比較すると、中小企業において、
継続投資教育の実施率が低い傾向にある。

継続投資教育
事業

事業主からの委託を受け、継続投資教育を実施
（方法）
・eラーニング
・訪問セミナー
・共同セミナー

研修 ・ＤＣ基本研修
・ＤＣ継続投資教育研修
・ＤＣステップアップ研修

資格認定制度 企業年金管理士（確定拠出年金）

ハンドブック ・制度運営ハンドブック
・投資教育ハンドブック
・継続教育実践ハンドブック（事例集）

統計 確定拠出年金実態調査

セミナー 各種セミナー
・法律改正への対応
・継続投資教育 等

（内容）
・30歳代から40歳代向けセミナー
・50歳代向けセミナー
・投資信託セミナー
・マネープランセミナー

企業型ＤＣの事業主に対する支援
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企業年金のナショナルセンター④

＜継続投資教育の実施率＞

82.1%

65.5%

68.7%

62.2%

70.6%

6.9%

10.7%

7.2%

6.3%

8.0%

11.0%

23.7%

24.1%

31.5%

21.4%

1000人以上

300～999人

100～299人

99人以下

全体

実施したことがある 現在計画中 実施したことはない



企業年金の通算センター

企業年金連合会

確定給付企業年金

厚生年金基金
移換 給付

約8,000億円

受給者

約770万人（注２）

 企業年金の通算センターとして約3,190万件の中途脱退者等（注１）の年金記録の管理を行い、
約770万人（注２）に、年間約8,000億円の給付を行っている。

（平成29年度）
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（注１）中途退職により、企業年金（確定給付企業年金または厚生年金基金）の加入資格を喪失し、当該企業年金から脱退一時金を受けること
ができる者及び解散又は制度終了した企業年金に加入していた者。

（注２）基本年金、代行年金及び通算企業年金の受給者の単純合計。

中途脱退者 約2,930万件
解散基金加入員等 約260万件

年金資産 約11.8兆円
運用収益 約8,155億円
修正総合利回り 7.16％

中途脱退者 約2万件
解散基金加入員等 約7万件



運用実績と年金財政の状況①
 企業年金連合会の代行部分の資産運用においては、厚生年金本体の運用利回りの確保が

求められる（※）。
（※）企業年金連合会の代行部分の債務である最低責任準備金は、前年度末の最低責任準備金に厚生年金本体の運用利回りによる利息を

付与した額を基に算出される。

 企業年金連合会の過去の累積リターンは、厚生年金本体を上回る。

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

企業年金連合会

厚生年金保険

国内債券

（年度）

＜累積リターンの推移＞ ＜期間別リターン＞

 厚生年金基金基本年金経理の積立水準（純資産額／責任準備金）は113.1％（平成29年度末）

（注）資産配分規制（5：3：3：2規制）の適用除外を受けた1996年度からの22年間。
2014年度以降は、通算企業年金を除いた基本年金等に係るリターンのみを計上している。
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運用実績と年金財政の状況②

＜超過リターンの推移＞ ＜付加価値額の推移＞

（注）複合ベンチマークとは、複数資産に投資を行うポートフォリオ全体の運用成果の評価基準となる収益率で、政策的資産構成割合にそれぞれの
資産のベンチマーク収益率を加重平均したもの。
超過リターン ＝ 時間加重収益率 － 複合ベンチマークリターン
付加価値額 ： 毎年度の元本平均残高に超過リターンを掛け合わせ、翌年度以降の修正総合利回りで計算した累積額
2014年度以降は、通算企業年金を除いた基本年金等に係るリターンのみを計上している。

安定的に超過リターンを実現
プラスの超過リターン：

22年度中16回（73％）

超過リターンにより、1.5兆円を超える
付加価値額（ネット）を獲得

 企業年金連合会は、複合ベンチマークを上回る超過リターンを実現。
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1.07%
-0.23%
0.32%

0.62%

0.83%

0.70%
0.96%

-0.03%
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0.84%

1.85%

-0.20%
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0.2%
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24.1%
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31.3%
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付加価値額：１８，７５０億円

ネット付加価値額

１５，３９４億円

（10億円）

運用報酬等（費用）



Ⅱ 今後の企業年金の方向性
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企業年金を取り巻く状況の変化とその影響

退職給付会計の導入、
企業の統廃合等を背景とした

企業の考え方の変質

企業経営のグローバル化
を背景とした

働き方の多様化

企業年金を取り巻く状況の変化

企業年金への影響

母体企業のバランスシート
から年金債務を分離
（ＤＣ化の流れ）

企業年金の加入者数の減少
中小企業の企業年金の

空洞化

受給権保護の要請や
積立不足の拡大を背景とした

適格退職年金の廃止・
厚生年金基金の解散
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 長寿化が進展する中、老後の所得確保の観点から、私的年金への期待が高まっている。
 そうした中、企業年金については、以下の社会経済の状況変化による影響を受けている。



企業年金の将来を考える視点

企業の視点

従業員の視点

変動する経済情勢への対応

長寿化の進展と私的年金の役割

雇用の流動化と多様な人材の確保

長期化する老後の所得確保

生涯現役社会の到来

資産運用に関する情報の非対称性

企業と加入者等のリスク分担のあり方

終身年金か有期年金か

ポータビリティの拡充

個人型DC（iDeCo）などの自助努力

高齢期における就業期間の延長

投資教育や資産運用に関する情報提供の必要性
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ＤＢにおけるリスクへの対応

 ＤＢは大部分が有期年金となっており、終身年金である公的年金と役割分担をしていくことが考えられる。

 長寿化を踏まえ、終身年金の保証期間（20年上限）の延伸がリスク対応の面からも有効。

経済変動への対応

長寿化への対応

＜リスク対応掛金、リスク分担型企業年金の導入状況＞

リスク対応掛金 144件

リスク分担型企業年金 6件

（2019年3月1日現在）

 キャッシュバランスプラン（2002年～）やリスク対応掛金（2017年～）、リスク分担型企業年金
（2017年～）を導入し、経済変動に伴うリスクへの対応を講じてきた。

＜有期年金と終身年金の実施状況＞

保証期間

保証期間

＜保証期間の延伸＞

財政リスク
の軽減

（出所）厚生労働省調べ

＜キャッシュバランスプランの導入状況＞

導入している 441件（57.3％）

導入していない 328件（42.7％）

（出所）企業年金連合会「企業年金実態調査結果と解説
（2017年度）」における回答（無回答を除く）

（出所）人事院「民間企業の勤労条件制度等調査（民間企業退職給付調査）」
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 企業と加入者等のリスクの共有だけではなく、企業の経営や運用環境の基調に大きな変化があった
場合における現役世代と受給者世代の間の給付の公平性を確保するという視点も必要。



24.6% 16.0% 11.0% 13.3% 16.3%
5.6%

7.9%
5.3%

5.5%
3.9%

14.2% 8.1% 15.8% 34.7% 16.8%

ＤＣの改善

＜iDeCoの加入者の推移＞

（出所）国民年金基金連合会調べを基に作成

 個人型ＤＣ（iDeCo）の加入者が急増しているが、その大半は
第２号被保険者となっている。

 企業型ＤＣと個人型ＤＣを一体的に捉え、投資教育など、投資判断を
支援する取組が必要。

個人型ＤＣの普及に対応した支援
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 長期化する高齢期における所得確保に資するため、今後、積み上がっ
た資産を単に分割して受け取るのではなく、例えばリスクを減らし
ながら運用しつつ資産を引き出す標準的な受給方法の設定など、ＤＣ
からの年金給付のあり方について検討が必要。

ＤＣの受け取り方の選択に関する支援
計306,314

計1,150,641

84.4％が
第２号被保険者

（単位：人）

＜ＤＢ及びＤＣの資産構成＞

国内債券 外国債券

国内
株式

【ＤＢ】

【企業型ＤＣ】

外国
株式

一般勘定

短期資金
ヘッジァンド

その他

（出所）運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料」

預貯金 保険

国内債券 外国債券

国内
株式

外国
株式

バランス型

その他の投資信託
0.7％

 拠出限度額は、アメリカ、イギリスに比べて極めて低水準であり、
また、加入者の種別等によって細分化されている。

 拠出限度額は、できるだけ簡素化し、利用しやすい仕組みとすると
ともに、老後の所得の確保のために十分な水準とする必要がある。

 加入可能年齢については、高齢期のライフスタイル、働き方の多様化
に対応するため、引上げが必要。

拠出限度額の拡大、加入可能年齢の上限の引上げ等

処理待機資金 0.3％

 ＤＢにおいては、様々な商品にバランスよく投資されているが、
企業型ＤＣにおいては、元本確保型商品に偏って投資されている。

 加入者が適切に投資判断を行えるよう投資教育や情報提供等の支援が
必要。

適切な資産形成のための支援

（2017年度決算）
（出所）企業年金連合会「企業年金実態調査結果」

（2018年3月末）



ポータビリティの課題
 私的年金制度等の間のポータビリティは、制度面の整備が順次行われてきたが、実効性において課題がある。

移換先
移換元

ＤＢ 厚生年金基金 企業型ＤＣ
企年連

（通算企業年金）
中小企業
退職金共済

退職金 個人型ＤＣ

ＤＢ △ △ ○ ○ ○（※２） × ○

厚生年金基金 △ △ ○ ○ × × ○

企業型ＤＣ △ △ ○ × ○（※２） × ○

企年連（通算企業年金） △ △ ○ － × × ○

中小企業退職金共済 ○（※１＋※２） × ○（※１＋※２） × － × ×

退職金 × × × × × － ×

個人型ＤＣ △ △ ○ × × × －

＜ポータビリティの全体像＞

（※1）中小企業退職金共済に加入している企業が、中小企業でなくなった場合に、資産の移換を認めている。
（※2）合併等の場合に限って資産の移換を認めている。
注：△は、受換する側の規約で認めている場合のみ可能であるため、実際に移換されるケースは少ないと考えられる。

＜ポータビリティの課題＞

 他の企業年金からＤＢへの移換については、移換先のＤＢの規約に定めている場合に限られ、
企業のリスク負担の懸念や制度設計上の技術的な理由から規約に規定しているケースは少ない。

 中小企業においては、退職一時金をベースに退職給付制度を構築しており、中小企業の従業者に係る老後の
資産形成のための支援が必要。

●ＤＢからＤＢへの移換件数（平成28年度）：34規約で314件
（出所）厚生労働省調べ

●他のＤＢから資産の受入れが可能と規約に規定している規約： 108件中10件（9.3％）
（出所）企業年金連合会「総合型企業年金のアンケート調査結果（平成29年度）」
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中小企業等における企業年金の空洞化

 企業年金連合会は、共同運用事業、総合型基金の運営に着目した研修や実態調査、
ＤＣの継続投資教育事業等により総合型ＤＢや中小企業における企業年金を支援。

 中小企業における企業年金実施率は低い。
 適格退職年金の廃止時（約４割が制度廃止）と同様、厚生年金基金解散時に多くの

企業で制度を廃止。

 その中で、総合型ＤＢが中小企業の企業年金の受け皿となっている。

 AUPの導入などによりガバナンスの強化が図られた総合型ＤＢについて、事業主が
利用しやすい環境を整え、中小企業の受け皿として活用していくことを検討すべき。

企業年金の空洞化

中小企業の受け皿としての総合型ＤＢ

企業年金連合会の取組

＜共同運用事業の状況＞

＜共同運用事業の仕組み＞

○ 加入件数 5件 ○ 資産残高 82億円 ○ 運用利回り 3.31％（平成29年度）

Ａ基金 連合会
運
用
受
託
機
関

母体

受給者

掛金 運用委託

給付

運用損益

Ａ

ＢＢ社
受給者

給付

企業年金連合会

拠出金等

交付金

拠出金等

交付金

厚生年金
基金

531 後継制度
あり
211

後継制度
なし
309

存続 12

＜厚生年金基金からの移行状況＞

平成26年3月末 平成31年1月末

（出所）企業年金連合会調べ
※分割された厚生年金基金があるため、
合計が一致しない。

＜退職給付制度の実施状況＞
（企業割合・規模別、2018年）

計

1,000人以上

300～999人

100～299人

30～99人
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（出所）厚生労働省「就労条件総合調査」
を基に作成

総合型厚生年金基金
466基金

（平成26年3月末）

総合型ＤＢ
184基金

（平成31年1月末）



関連制度との連携

 企業年金制度の維持・拡大には、税制・制度両面からの
バックアップが不可欠。

特別法人税については、時限的に課税が停止されている。
諸外国においては、特別法人税のように運用時に課税している国
は少数であり、特に、積立金に課税するといった例は、稀であ
る。

特別法人税の課税を再開することは、給付額の大幅な減少や企業
の掛金負担の大幅な増加につながり、企業年金制度そのものの
崩壊につながりかねない。今後ますます重要となる私的年金の
普及を阻害するものであり、撤廃が必要である。
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（参考）企業年金制度研究会報告書①
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 公的年金の中長期的な給付調整の見込、就労期間の長期化、企業年金の加入者のカバー率の低下等
の課題を踏まえ、企業年金制度等のあり方について議論するために、 2018年5月から2019年3月まで
計7回にわたり研究会を開催。

趣旨等

１．ＤＢ制度の改善
（１）リスク分担型企業年金とは異なるリスク共有の仕組み
（２）受給権保護（積立基準、受給者減額理由等）のあり方
（３）保証期間の延伸・連生年金の導入
（４）バイアウト等のわが国への導入の可能性

２．ＤＣ制度の改善
（１）加入可能年齢の上限の引上げ
（２）拠出限度額の拡大
（３）マッチング拠出のあり方
（４）中途引出（困窮時引出）
（５）その他（給付の受け取り方法、選択型（給与切出型）ＤＣ等）

３．企業年金の望ましい給付水準のあり方

４．退職一時金も対象にしたポータビリティの拡充

検討項目



（参考）企業年金制度研究会報告書②
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（１）企業年金の見直しの方向性
 企業年金の今後のあり方としては、①長寿化の進展、②経済の

変動、③ライフコースの多様化といった今日の社会経済情勢に
対応し、高齢期の所得保障の柱となる制度として、「十分性」
「持続可能性」「普遍性」を備えたものとして改善していく
必要がある。

① 長寿化の進展への対応
 公的年金制度の動向も踏まえた加入期間の見直し
 ＤＣの拠出限度額の引上げ
 確定年金の保証期間の上限引上げ、連生年金の検討
 被保険者種別や他の企業年金制度の有無により細分化された

拠出限度額の見直し
 一生涯を通じた拠出限度額の設定
 マッチング拠出に係る拠出限度額の整理

② 経済の変動への対応
 諸外国の事例を踏まえたリスク共有制度のさらなる活用の

ための条件の探求
 バイアウトなど、企業財務からリスクを切り離す仕組みの

将来的な検討
 受給権保護に十分配慮した上で、より実効性のある給付減額

の仕組みの導入や最低積立基準額の考え方の見直しの検討

まとめ（抜粋）

③ ライフコースの多様化への対応
 ＤＢへの資産移換が極めて限定されている中、個人型ＤＣ

（iDeCo）の他に活用が考えられる通算企業年金について、
企業型ＤＣや個人型ＤＣ（iDeCo）からの資産移換が認められ
ていない。

 中小企業退職金共済制度について、ＤＢ、企業型ＤＣ、通算
企業年金、個人型ＤＣ（iDeCo）との個人ベースでの資産移換
が認められていないという課題がある。

 退職一時金から、ＤＢ、企業型ＤＣ、通算企業年金、個人型
ＤＣ（iDeCo）への原資の移換を、課税関係を発生させること
なくできる税制上の措置を講ずべきである。

（２）関係制度の見直しとの連携
 現役の間に老後に必要な資産を形成することが必要であり、企業

の退職給付制度が一時金であるか年金であるかにかかわらず、
退職後の所得の確保を促す税制等の措置が必要である。

 特別法人税の仕組みは、企業年金の運用時に課税、特に積立金に
課税するものであり、国際的にも標準とはいえず、課税が復活
するようなことになれば、企業年金制度そのものが崩壊しかねな
いため、撤廃が必要である。

（３）今後の展望
 ＤＢにおいては、さらなるリスク共有の高度化が、企業型ＤＣ

においては、加入者の選択をサポートする仕組みが必要になると
見込まれる。

 企業年金を中核として個人型ＤＣ（iDeCo）も含め、制度を一体的
にとらえ、加入者等の支援を効率的に行うなど、その普及発展を
図る必要がある。

企業年金制度研究会報告書 企業年金制度研究会報告書（平成31年3月13日)
https://www.pfa.or.jp/user_kaiin/chosakenkyu/yobo/kigyonenkin/index.html


